
論点３：社会福祉法に基づく重層的支援体制整備等事業との連携について

出典：令和3年3月〔事務連絡〕重層的支援体制整備事業と関係制度等との連携について（厚生労働省）
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出典：令和3年3月〔事務連絡〕重層的支援体制整備事業と関係制度等との連携について（厚生労働省）
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公営住宅における車いす常用者世帯
向け住宅の供給目標戸数
（令和7年度末）

方針（案）

・市町村福祉窓口と居住支援法人や協力店等の連携強化を推進する
・重層的支援体制整備事業・移行準備事業を実施した自治体へ居住支援協議会の設立を働きかける

出典：令和3年3月〔事務連絡〕重層的
支援体制整備事業と関係制度等
との連携について（厚生労働省）
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○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標

賃貸住宅の供給の目標 賃貸住宅の供給実績
（令和3年3月31日時点）

令和７年度末までに府域全体で
20,000戸

35,428戸

【評価・分析】

○目標に対する令和３年３月31日時点の供給実
績の達成率は176.2％と、当初設定した目標を
前倒しで達成している。

○計画見直し時に、新たな目標設定が必要。

【賃貸住宅の供給の目標】

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」

第五条第２項第一号に規定する賃貸住宅の供給目標

令和7年度末までに府域全体で20,000戸の住宅登録をめざします。

論点４：居住支援体制の充実度を示す指標・目標の設定について

（目標値の考え方）

・現行計画策定時点の直近10年間の住宅確保要配慮者に対する

賃貸住宅登録戸数 約8,200戸

⇒今後も年間1,000戸ペースで増加すると10年間で約10,000戸

となる見込み。

・18㎡以上かつ耐震性のある既登録住宅数 約4,000戸・・・①

今後10年間の増加見込み戸数 約10,000戸・・・②

今後の登録取組み強化による増加見込み戸数 約6,000戸・・・③

⇒ ①＋②＋③＝20,000戸

＜現行計画の目標＞ ＜現状＞
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国資料（H29）より

住生活基本計画（全国計画※R3.3策定）

【観測・実況指標、意識・意向指標】より

抜粋

目標5 住宅確保要配慮者が安心して

暮らせるセーフティネット機能の

整備

○セーフティネット住宅の登録戸数

201,152戸（R3.1）

※観測・実況指標、意識・意向指標については、住生

活基本計画（全国計画）に関連して把握していく

べき指標ではあるが、原則として目標設定しない。

方針（案）

・国の動きを踏まえ、府でもセーフティネット住宅の

登録戸数は把握すべき指標として観測を行う

・住宅確保要配慮者の支援状況について、

直接把握できるよう新たな目標設定を行う
30

出典：新しい住宅セーフティネット法が10月25日から施行されます報道提供（国土交通省）



○居住支援法人フェースシート調査 (国による全国調査)

対象事業者：居住支援法人279団体 回答団体数：243社 回答率：87.1％

◆入居相談受付件数（対象期間：2019年4月～2020年3月）

◆成約件数※紹介した物件に実際に入居した件数（対象期間：2019年4月～2020年3月）

入居相談受付合計件数（推計）：9,849 件
※中央値を用いて大阪府が試算

成約合計件数（推計）：2,928件
※中央値を用いて大阪府が試算

出典：令和２年度居住支援活動等の普及・促進に関する調査・検討業務報告書（国土交通省）
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○住宅セーフティネット制度に関する協力店アンケート調査

合計2,753件 ／ １社平均約14件
うち、SN制度関係のシステム利用者では387件

１社平均約13件

※SN制度関係のシステム利用者とはセーフティネット住宅情報システムと
あんぜん・あんしん賃貸検索システムの少なくともどちらか一方は利用している
社をいう。

◆住宅確保要配慮者からの相談件数
（対象期間：2020年1月1日～12月31日）

合計3,217件 ／ １社平均約16件
うち、SN制度関係のシステム利用者では779件

１社平均約27件

◆家賃4万円以下の賃貸住宅の契約件数
（対象期間：2020年1月1日～12月31日）

◆住まい探しの相談時に利用する不動産
検索システムの種類（複数回答可）

方針（案）

・協力店アンケートにより住宅確保要配慮者の支援数は把握できているものの、居住支援法人による

支援数を把握できる状態には至っていない。このため、国と連携しながら、令和３年度から支援数が

把握できる仕組みを構築する

令和2年度大阪府調査

対象事業者：不動産事業者（協力店）571社 回答社数：202社 回答率：35.4％
実施期間：令和３年１月29日～３月19日
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（目標値の考え方）

現在の府内公的賃貸住宅の募集戸数・新規入居戸数と、同等規模のセーフティネットを

10年後には民間賃貸住宅を活用した居住支援体制の充実により実現することをめざす

・年間の府内公営住宅の募集戸数（令和元年度実績）：11,659戸

・年間の府内UR賃貸住宅及び公社賃貸住宅の５万円以下の新規入居戸数（推計）：約5,000戸

⇒11,659戸 ＋ 5,000戸 ＝ 16,659戸 ≒17,000戸

目標値(案)

＜目標①＞住宅確保要配慮者の入居契約件数 年間17,000件（令和12年度）

（入居契約件数の把握方法）

協力店が１年に行った家賃４万円以下の民間賃貸住宅の契約件数と、居住支援法人が

支援し入居に至った１年間の契約件数を合計したものを目標①の数として把握

＜現状＞

・協力店が１年間に行った家賃４万円以下の民間賃貸住宅の契約件数：3,217件

※契約の成約期間はR2.1.1～R2.12.31

※府内市町村の単身世帯の住宅扶助費の上限額より、経済的な住宅困窮者が居住できる家賃額を4万円として設定。

・居住支援法人が支援し、入居に至った１年間の契約件数：把握中
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＜目標②＞居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率：50％（令和12年度）

（目標値の考え方）

住生活基本計画（全国計画）に示されている「居住支援協議会を設立した

市区町村の人口カバー率50％（令和12年度）」 を目標として設定

（参考）

<現状>

・府内の居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率（R3.4.1時点）

居住支援協議会設立市：豊中市、岸和田市

（豊中市：400,955人 ＋ 岸和田市：187,655人）／ 8,802,755人＝ 6.7%



・府内のセーフティネット登録戸数：35,428戸

・府内の居住支援法人指定数：64法人

・府内の相談協力店数・協力店数（不動産店）

協 力 店：672店

相談協力店：22店

・府内の居住支援協議会数：３協議会

①Osakaあんしん住まい推進協議会（府協議会）

②豊中市居住支援協議会

③岸和田市居住支援協議会

観測指標（案）

※令和３年３月31日時点の実績
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＜登録住宅の運営事業者等＞

■ 基準に定める面積は、小学生の子どもとひとり親が入居するにあたり、最低限の私的生活ができる水準として検討したもの

である。運営にあたっては、入居する子どもの人数、年齢や性別に応じて、望ましい面積が異なることもあるため、居住環境

の向上に向けた配慮をすること。なお、共用部分に学習スペースを設ける等、住宅全体で居住環境の向上を図ることも考

えられる。

＜登録主体（地方公共団体）＞

■ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第５条及び第６条に基づき、都道府県及び市町村

が策定できることとされる賃貸住宅供給促進計画において、面積基準の強化や緩和を行う場合、上記趣旨に留意する

こと。

論点５：ひとり親世帯向けシェアハウス基準について

出典：令和3年度ひとり親世帯向けシェアハウス基準の新設に係る報道提供資料（国土交通省）
シェアハウス基準の経緯

ひとり親世帯向けシェアハウスの留意事項（面積基準）

※R3.3.31通知 ひとり親世帯向けシェアハウスの基準新設について（国土交通省）より抜粋
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現行シェアハウスの基準 ひとり親世帯向けシェアハウスの基準

住宅全体の面積 15㎡×A＋10㎡以上 15 ㎡×B＋22 ㎡×C＋10 ㎡以上

専用居室の面積 9㎡以上
（造り付けの収納の面積を含む）

ひとり親世帯向け居室以外：9㎡以上
ひとり親世帯向け居室：12㎡
（造り付けの収納の面積を含む）
ただし、住宅全体の面積が15㎡×B+24㎡×C＋10㎡以上の場合、
10㎡以上

（条件） A≧2
（A＝入居者数）

B≧1かつC≧1もしくはB=0かつC≧2
B：ひとり親世帯向け居室以外の入居者の定員
C：ひとり親世帯向け居室の入居世帯数の定員

現行シェアハウスの基準 ひとり親世帯向けシェアハウスの基準（府案）

住宅全体の面積 13.5㎡ ※1×A＋10㎡以上

案
１

13.5㎡×B＋20㎡ ※2×C＋10 ㎡以上

専用居室の面積 7.5㎡以上

参考：4畳半（7.453㎡）

ひとり親世帯向け居室以外：7.5㎡以上
ひとり親世帯向け居室：10㎡以上 参考：6畳（9.938㎡）
ただし、住宅全体の面積が13.5㎡×B＋22㎡※3×C＋10㎡以上の場合、
8㎡※4以上

（留意事項）
入居する子どもの人数、年齢や性別に応じて、居住環境の向上に向けた配慮をすること。

住宅全体の面積 13.5㎡ ※1×A＋10㎡以上

案
２

13.5㎡×A＋10㎡以上

専用居室の面積 7.5㎡以上 7.5㎡以上

（留意事項）
入居する子どもの人数、年齢や性別に応じて、居住環境の向上に向けた配慮をすること。

国

府

下線部面積の考え方 ※1 15㎡－( 9㎡－7.5㎡ )＝13.5㎡
※2 22㎡－( 12㎡－10㎡ )＝20㎡
※3 24㎡－( 12㎡－10㎡ )＝22㎡
※4 10㎡ー( 12㎡ー10㎡ )＝8㎡

ひとり親世帯向けシェアハウス基準（案）
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現行シェアハウスの基準 ひとり親世帯向けシェアハウスの基準

専用居室の
入居者数

入居可能者数を１人とする。 入居可能世帯数を１世帯とする。

共用部分の
設備

居間・食堂・台所、便所、洗面設備、洗濯室又は洗
濯場、浴室又はシャワー室を備えること。

ただし、専用部分に備えられている場合を除く。また、
共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居
者が共同で利用することができる場所に備えることを
もって足りるものとする。

居間・食堂・台所、便所、洗面設備、洗濯室又は洗
濯場、浴室又はシャワー室を備えることとし、かつ浴室
又はシャワー室を共用部分に備える場合は、少なく
とも一室の浴室を備えることとする。
ただし、専用部分に備えられている場合を除く。また、
共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居
者及び入居世帯が共同で利用することができる場所
に備えることをもって足りるものとする。

共用部分の
設備設置数

入居可能者数を５で除して得た数（端数切上げ）
の便所及び洗面設備並びに浴室若しくはシャワー室
を設けていることとする。

またはこれと同等以上の機能が確保されていることとす
る。

入居可能者数及び入居可能世帯数の合計数を３
で除して得た数（端数切上げ）の便所及び洗面設
備並びに当該合計数を４で除して得た数（端数切
上げ）の浴室又はシャワー室を設けていることとする。
またはこれと同等以上の機能が確保されていることとす
る。

2021/5/25
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